
Ⅰ　業務概要

１．業務名称 久留米市民温水プール特定天井耐震改修工事設計業務委託

２．対象施設の概要

　本業務の対象となる施設（以下「対象施設」という。）の概要は、次のとおりとする。

a) 施設名称 久留米市民温水プール

b) 敷地の場所 久留米市上津町
c) 施設用途 屋内プール

※令和6年国土交通省告示第8号別添二 第3号第2類とする。

３．設計与条件

１）敷地の条件

a) 敷地面積

b) 区域区分 都市計画区域（市街化調整区域）
c) 用途地域 指定なし
d) その他の指定 指定なし
e) 防火地域 指定なし
f) 都市施設 電気、上下水道、電話

２）施設の条件

以下は新築・改築・増築の場合は計画施設、改修・解体の場合は対象施設について記す。

a. 設計種別
b.

c. 延べ面積
d. 構造・規模
e.

構造体

建築非構造部材

建築設備
f. 工事発注形態

g. 予定工事費

（税込）

※耐震安全性の分類は、「市有建築物構造体の耐震安全性基準」による。

機械
設備

合計
基本方針検討業務の成
果を踏まえ決定

建築

電気
設備

電気
設備

上記込

機械
設備

上記込

建築
久留米市民温水プール特定
天井耐震改修工事

耐震安全性の分類(※)

2,687㎡
鉄筋コンクリート造 2階建

改修
施設の類型及び用途等 第3号 第2類

久留米市民温水プール特定天井耐震改修工事設計業務委託　　特記仕様書　　

項目／用途 屋内プール

10,842 ㎡
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４．設計概要（設計与条件）

久留米市民温水プール特定天井耐震改修工事設計業務委託

■ 対象施設

プール室　延べ面積：約1,020㎡　竣工：平成７年

　久留米市民温水プールの天井及び天井裏にある建築部分や設備機器等の設

置状況、及び非構造部材や設備機器の状況等の現地確認を行い、特定天井の

改修設計を行うこと。
■ 基本方針検討業務

〇 現地調査
　・天井面、天井裏及び改修工事に伴い仮撤去が必要となる建築部分や設備

　機器の部分についても調査を行うこと。

〇 特定天井改修基本方針検討業務報告書の策定（下記を含むものとする）
　・複数の改修方法に関する比較表作成

（比較する検討項目）安全性・概算費用・施工期間・意匠性・設備機器
　　　　　　　　　　(空調、照明等)への影響・耐久性・維持管理性

　　　　　　　　　　及びコスト等

　各改修方法のメリット・デメリットを整理し比較検討を行ったうえで、
　最適な改修方法について記載すること。

※　基本方針検討業務は、令和8年7月30日までに完了し、報告書を提出

　するものとする。
　　その後、当該報告書に基づき久留米市環境部が改修工法を決定（概ね1ヶ月を

　予定）した上で、基本設計業務に着手するものとする。
■ 基本設計業務
〇 基本設計報告書の作成

　・基本設計図
　・工事概算費の算出
　・概略工事スケジュールの作成　等
　※概算費用の算定は令和8年9月30日までに提出すること。
■ 実施設計業務

　基本設計業務に基づき、実施設計業務を行うものとする。
■ 設計上の留意事項、その他

　・週休2日が可能な工程表を作成すること。

　・基本・実施設計共に電気設備、機械設備の設計を含む。
　・工事期間中、別紙図面の範囲において施設が稼働するため、仮設範囲や
　　車両動線など利用者の安全確保を考慮すること。
　・改修工法にて「天井を建物と一体化（準構造化）」を採用する場合にお
　　ける、構造検討業務については別途協議を行うものとする。
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Ⅱ　業務仕様

１．業務概要

１）履行期間 270日間　※余裕期間10日間を含む

２）設計種別 □ 新築 □ 改築 □ 増築
■ 改修　 （ ■ 執務並行改修 □ 全館無人改修 ）

□ 解体

３）業務内容 ■ 基本方針検討

■ 基本設計 （ ■ 総合 ■ 構造 ■ 電気設備 ■ 機械設備 □ 土木 ）
■ 実施設計 （ ■ 総合 ■ 構造 ■ 電気設備 ■ 機械設備 □ 土木 ）

２．設計業務の内容及び範囲 （仕様書　第２章）

■ 基本方針検討に関する業務
■ (1)設計条件等の整理 ■ (ⅰ)条件整理

■ (ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議
■ (2)基本設計方針の策定 ■ (ⅰ)総合検討

■ (ⅱ)基本設計方針の策定及び建築主への説明
■ 基本設計に関する業務

■ (1)法令上の諸条件の調査及び ■ (ⅰ)法令上の諸条件の調査
関係機関との打合せ ■ (ⅱ)計画通知に係る関係機関との打合せ

■ (2)上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ
■ (3)基本設計図書の作成

■ (4)概算工事費の検討
■ (5)想定スケジュールの検討
■ (6)基本設計内容の建築主への説明等

■ 実施設計に関する業務
■ (1)要求等の確認 ■ (ⅰ)建築主の要求等の確認

■ (ⅱ)設計条件の変更等の場合の協議
■ (2)法令上の諸条件の調査及び ■ (ⅰ)法令上の諸条件の調査

関係機関との打合せ □ (ⅱ)計画通知に係る関係機関との打合せ

■ (3)実施設計方針の策定 ■ (ⅰ)総合検討
■ (ⅱ)実施設計のための基本事項の確定
■ (ⅲ)実施設計方針の策定及び建築主への説明

■ (4)実施設計図書の作成 ■ (ⅰ)実施設計図書の作成

□ (ⅱ)計画通知書の作成

■ (5)概算工事費の検討

■ (6)積算業務 ※(一財)建築コスト管理システム研究所「内訳書作成システム」によること。

■ (7)概略工事工程表の作成
■ (6)実施設計内容の建築主等への説明等

　本特記仕様書に記載されていない事項は、「久留米市建築設計業務委託共通仕様書」（以下、「共通仕
様書」という。）による。

凡例：□ 適用しない　■ 適用する
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３．適用基準等 （仕様書３．３）

１）設計基準

■ 久留米市設計図書作成基準【建築工事編】 （ ）

■ 久留米市設計図書作成基準【設備工事編】 （ ）
■ 建築設計基準，建築設計基準の資料 （ ）

■ 建築構造設計基準，建築構造設計基準の資料 （ ）
■ 構内舗装・排水設計基準，構内舗装・排水設計基準の資料 （ ）

■ 建築設備計画基準 （ ）
■ 建築設備設計基準 （ ）

□ 雨水利用・排水再利用設備計画基準 （ ）

□ 木造計画・設計基準，木造計画・設計基準の資料 （ ）
□ 給水装置工事設計施工指針 （ ）

□ 下水道排水設備指針と解説 （ ）
□ ガス機器の設置基準及び実務指針 （ ）

■ 建築工事標準詳細図 （ ）

■ 公共建築設備工事標準図（電気設備工事編） （ ）
■ 公共建築設備工事標準図（機械設備工事編） （ ）

□ 久留米市営住宅等整備要綱 （ ）
□ 久留米市営住宅等整備要綱の運用 （ ）

２）積算基準

■ 公共建築工事積算基準 （ ）
■ 公共建築工事標準単価積算基準 （ ）

■ 公共建築数量積算基準 （ ）
■ 公共建築設備数量積算基準 （ ）
■ 公共建築工事共通費積算基準 （ ）
■ 公共建築工事積算基準等資料 （ ）
□ 公共住宅建築工事積算基準 （ ）

□ 公共住宅電気設備工事積算基準 （ ）
□ 公共住宅機械設備工事積算基準 （ ）

３）標準仕様書
■ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （ ）

■ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （ ）
■ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （ ）
■ 公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （ ）

■ 公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （ ）
□ 公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （ ）
□ 公共建築木造工事標準仕様書 （ ）
■ 建築物解体工事共通仕様書 （ ）

□ 公共住宅建設工事共通仕様書 （ ）

□ 公共住宅改修工事共通仕様書 （ ）
□ 公共住宅建設工事 機材の品質・性能基準 （ ）

４．提出書類等 （仕様書３．４）

１）業務実績情報の登録の要否

□ 要 ■ 否 ※公共建築設計者情報システム（PUBDIS）

２）提出書類
■ 業務計画書

■ 再委託承認願

■ 見積業者承認願
□ 貸与品記録

□ 業務カルテ仮登録

令和4年版

令和7年版
令和7年版
令和7年版

令和4年版

令和4年版
初版

令和5年度版
令和5年度版

令和7年版

令和7年版

令和7年版
令和7年版

令和7年版

令和5年版
令和7年版
令和7年版

令和7年版
令和5年度版

平成23年版
2016年版

令和4年版

令和4年版
令和7年版

令和7年版

令和3年版
平成31年版

令和6年版

令和6年版

平成28年版
令和7年版

令和7年版
令和6年

令和6年

平成25年
平成25年

令和7年版
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５．業務計画書 （仕様書３．５）

■ 業務概要（業務名称、業務場所、履行期間）
■ 業務項目（対象建築物概要、設計内容）

■ 実施方針（業務の条件、貸与品等資料、業務のフローチャート、実施方法、打合せ計画）
■ 業務工程表（業務項目、フローチャート、設計会議予定日）

■ 照査予定
（照査時期は監督員と協議の上、計画すること。

　関係者へのヒアリング・現地調査等を終え、設計方針を設定した時期及び積算前の図面作

　成を概ね完了した時期とする。積算前の照査時には概算額を把握し、設計手戻りが少なく
　なるよう留意すること。）

■ 現地確認予定(照査された図面を監督職員立会いのもと現地確認すること)
■ 業務実施体制（担当技術者、協力事務所を含む実施体制及び連絡体制図）

■ 成果図書（内容・部数）

■ 使用する基準及び主な図書
□ その他

６．管理技術者 （仕様書３．10）

　管理技術者の資格要件

■ 建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士
□ 建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士又は二級建築士

□ 建築士法（昭和25年法律第202号）による一級建築士又は建築設備士
□ その他（ ）

７．貸与品等 （仕様書３．11）

■ 共通

■ ダミー単価（営繕積算システムRIBC2「内訳書作成システム」用）

■ 既存設計図書等
■ 意匠図 （ □ 製本又は原図 ■ PDF □ CADﾃﾞｰﾀ )
■ 構造図 （ □ 製本又は原図 ■ PDF □ CADﾃﾞｰﾀ )

■ 電気設備図 （ □ 製本又は原図 ■ PDF □ CADﾃﾞｰﾀ )
■ 機械設備図 （ □ 製本又は原図 ■ PDF □ CADﾃﾞｰﾀ )
□ 構造計算書 （ □ 製本 □ PDF )

□ （ □ 製本 □ PDF □ CADﾃﾞｰﾀ )

□ 各種調査資料
□ 地質調査書

□ 測量図

□ アスベスト調査書
□ 耐震診断書

８．打合せ及び記録 （仕様書３．14）

 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、監督員に提出する。
■ 業務着手時
■ 監督員又は管理技術者が必要と認めた時期
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

９．成果物等の情報の適正な管理

a)

①

②

③

b)

 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、成果物等
の情報を適正に管理する。

監督員の承諾無く、成果物等の情報を業務の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど
しない。

業務の履行のための協力者等への成果物等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。

貸与品等の情報については、業務の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、使用後は監督員に
返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。

 成果物等の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに監督員に報告
し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。

　業務計画書は、次の内容（括弧内の事項等を含める）に準じて作成し、契約後14日以内に提出する
こと。また、業務計画書には次の内容を記載する。
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10．その他、業務の履行に係る条件等

受注者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

11．暴力団排除に関する事項

受注者は、当該業務の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

a)

b)

c)

12．暴力団排除に係る再委託契約に関する事項

受注者は、当該業務の再委託契約に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

a)

b)

13．障害者差別の解消に関する事項

 設計において杭地業を採用する場合、施工時の杭偏芯時における補強の検討を構造計算により行うこ
と。

 本設計業務においては、分離発注の有無によらず、建築設計事務所が主体となりながら、関連業務間
において、必要に応じて図面情報等を提供するなど相互に協力し、十分な協議（提案・承諾）を行
い、全体を把握した上で業務を実施すること。

 設計金額等の業務上知り得た情報については、守秘義務がある。

 工事設計内容の変更が生じた場合、軽微なものについては設計委託金額の変更をしない。

 設計にあたっては、綿密なる現地調査を行い、工事の着手後において、設計内容の変更等を生じない
ように留意すること。

 使用資材は、できる限り地場産品（メーカー製品で地元業者から購入できるものを含む）を活用でき
るよう配慮した設計を行うこと。

 この業務において作成された設計図面に基づき工事を発注した際、施工図等の作成のため監督員が工
事の請負者に図面データを貸与することに設計者は承諾するものとする。

 設計にあたり、関係機関との協議を必ず行い、協議議事録を作成すること。

 正当な理由により、設計書及び特記仕様書の各事項によりがたい事態が生じた場合は監督員と協議を
行うこと。

 暴力団等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督員に報告する
とともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。

 排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程
に関する協議を行うこと。

 再委託契約を締結するときは、受注者は、再委託先から「誓約書（再委託用）」を提出させ、その写
しを監督員へ提出すること。

 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するととも
に、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

 久留米市より貸与される営繕積算システムのダミー単価について、本業務以外で使用しないこと。

 再委託契約（二次以降の再委託契約を含む）の相手として暴力団等と関係のある業者を選定してはな
らない。なお、違反した場合は、指名停止措置および再委託契約の解除を求める場合もある。

受注者は、業務の実施にあたって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65
号）を遵守するとともに、発注者の取扱いに準じて、障害者に対する合理的配慮の提供をしなければなら
ない。
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14．成果図書の提出（成果物） （仕様書３．19）

■ 基本方針検討に関する成果図書(基本方針検討業務報告書)

■ 工法比較表（以下の観点による） ■ 工事費概算書（各工法別）

・ 安全性 ■ 透視図（　〃　）
・ 概算費用 ■ 各種技術資料（　〃　）

・ 施工期間 ■ 各記録書

・ 意匠性

・ 設備機器（空調、照明等）への影響
・ 耐久性（防錆・耐腐食性・耐用年数等）

・ 維持管理性（ランニングコスト）

・ その他想定される項目

■ 基本設計に関する成果図書
a) 建築（総合） c) 電気設備
■ 建築（総合）基本設計図書 ■ 電気設備基本設計図書

・ 計画説明書 ・ 仕様概要書 ・ 電気設備計画説明書
・ 仕上概要書 ・ 面積表及び求積図 ・ 電気設備設計概要書

・ 敷地案内図 ・ 配置図 d) 機械設備
・ 平面図 ・ 断面図 ■ 機械設備基本設計図書

・ 立面図 ・ 機械設備計画説明書
■ 仮設計画概要書 ・ 機械設備設計概要書
b) 建築（構造） e) その他、資料
□ 建築（構造）基本設計図書 ■ 工事費概算書

・ 構造計画説明書 □ 透視図 □ 模型

・ 構造設計概要書 □ 各種技術資料 ■ 各記録書

■ 実施設計に関する成果図書

a) 下記の設計図＊ b) 積算
■ 建築（総合） ■ 内訳明細書＊
□ 構造 ■ 積算数量調書＊
■ 電気設備 ■ 単価作成資料（単価根拠）
□ 給排水衛生設備 ■ 見積書（３者以上）
■ 空調換気設備 ■ 見積検討資料（比較表）

□ 昇降機等 □ 工事費概算書＊
※原図サイズはＡ２を基本とする

c) その他の追加業務

□ 計画通知書（必要部数）＊ □ 省エネルギー関係計算書＊
■ 概略工事工程表＊ □ 地質調査報告書
□ 工事費概算書（追加分）＊ □ アスベスト調査報告書
■ 建築物等の利用に関する説明書＊ □ 外壁調査報告書

□ 景観法に基づく行為の通知書＊ □ 浄化槽設置届出書（必要部数）

□ 電波障害発生検討報告書＊

d) 資料（一般業務、追加業務に付随するもの）

■ 設計要旨 □ 省エネルギー関係計算書＊

■ 打合議事録 ■ 照度計算書 ※

■ 各種検討資料 □ 電圧降下計算書
■ 現況写真 ■ 照度分布図 ※

□ 色彩計画書（３案） □ 電気負荷容量計算書

■ 設計図面 □ 給水負荷計算書
（二つ折製本２部・同縮小（Ａ３）版３部） □ 排水負荷計算書

□ 構造計算書＊ ■ 空調負荷計算書 ※
□ 盛土規制法に関する検討資料 ■ 換気量計算書 ※

□ 土壌汚染対策法による土地の形質変更に ■ ガス負荷計算書 ※

関する検討資料 □ 消火負荷計算書
□ 浄化槽対象人数計算書

□ 浄化槽構造計算書
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

 二つ折り製本の表紙と背表紙には、工事年度と工事名称を記載すること。設計図面の原図サイズ、図
面枠、工事名称等の表記方法については監督員と協議を行うこと。

 設計図面には、設計者名の記入を行うこと。

 成果図書のうち、設計要旨については、設計方針、仕様（仕上、工法等）の選定理由、設計上配慮し
た事項等についてとりまとめ、記述すること。また、概略工事工程表の作成が求められた場合は、各
工種別の概略日数及び全体工期を把握できるものを提出すること。

 ＊印のついた成果物は、原本データをCD-R等に記録し、提出すること。

 設計図面はCADにより作成し、データはJWW形式、DXF形式及びPDF形式の３形式にて提出すること。た
だし、これによりがたい場合は、業務着手時に監督員と協議すること。また、JWWにて図面を作成した
場合は、『環境設定ファイル』データも提出すること。

 内訳明細書の作成は、営繕積算システムRIBC2((一財)建築コスト管理システム研究所)「内訳書作成
システム」による。

 ※印のついた成果物は、基本設計業務の結果、必要と発注者が判断した場合に作成を指示するものと
する。
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改修範囲





改修範囲

工事期間中の稼働範囲
工事期間中の稼働範囲



改修範囲



改修範囲（特定天井）改修



改修範囲（特定天井）



改修範囲
（特定天井）

改修範囲
（特定天井）

改修範囲
（特定天井）



改修範囲






















